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自治体排出量カルテ

※特定事業所の排出量：温対法の「温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度」によって開⽰された、地⽅公共団体の特定事業所
（全ての事業所のエネルギー使⽤量合計が1,500kl/年以上となる事業者）の排出量
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